
○

株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
三
十
号
）

改

正

案

現

行

（
参
加
者
）

（
参
加
者
）

第
六
条

保
管
振
替
機
関
は
、
業
務
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号

第
六
条

保
管
振
替
機
関
は
、
業
務
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
者
の
た
め
に
、
そ
の
申
出
に
よ
り
株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
を
行
う

に
掲
げ
る
者
の
た
め
に
、
そ
の
申
出
に
よ
り
株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
を
行
う

た
め
の
口
座
を
開
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
め
の
口
座
を
開
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
二
十
五
項

三

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
二
十
一
項

に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社

に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社

四

（
略
）

四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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